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研究要旨 
本研究は、わが国のたばこ政策の推進を目指して、実効性が期待できる政策実現にむけたアドボカシー

方策を検討し、具体的なアクションを起こすことを目的とする。今年度の研究成果は次のとおりである。 
第 1 に、2024 年度から始まる健康日本 21（第三次）にむけて、わが国で取組が遅れている環境整備に焦

点をあて、その方策を議論するとともに、実施主体である国や自治体、企業等向けにたばこ対策のロジッ

クモデルとアクションプラン（ベストバイプランの提示と解説を含む）を作成した。これらの作成にあた

っては、日本健康教育学会環境づくり研究会が中心となり、厚労科研辻班ならびに本研究班、島津班との

連携の下で実施した。 
第 2 に、2024 年度から始まる第 4 期特定保健指導の制度改正や ICT を活用した禁煙治療の進歩など

を踏まえて、2018 年に発行した禁煙支援マニュアル第二版増補改訂版を改訂し、第三版（暫定版）を作

成した。主な改訂内容は、アウトカム評価の導入に伴う禁煙を目標とした特定保健指導の方法と実際、禁

煙治療の ICT 面での進歩と制度化（オンライン診療、治療アプリ）、短時間禁煙支援（ABR 方式）にお

ける Connect（禁煙治療の受療につなげる取組)の必要性と方法、禁煙後の体重増加対策としての禁煙補

助薬や運動の重要性、である。 
健康日本 21（第三次）において、これらの研究成果を活用して、わが国のたばこ政策の推進を図る。 

 
A. 研究目的 
本研究は、わが国のたばこ政策の推進を目指

して、実効性が期待できる政策実現にむけたア

ドボカシー方策を検討し、具体的なアクション

を起こすことを目的とする。 
 
B．研究方法 
１．健康日本 21（第三次）にむけた政策提言 

2024年4月から始まる健康日本21（第三次）

にむけて、分担研究者である中村が学会長を務

めた第 31 回日本健康教育学会学術大会（2023
年 7 月 22－23 日開催）において、わが国で取

組が遅れている環境整備を議論するために鼎談

「健康行動を促す環境整備をどう進めるか－栄

養・食生活、身体活動、たばこ分野について」

を企画し、たばこ対策のほか、食生活・栄養と

身体活動の 3 政策間で「介入のはしご」を共通

の枠組みとして議論を行った。 
次に、鼎談での議論も踏まえて、健康日本 21（第

三次）において国や自治体、企業等の関係団体
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のたばこ対策の推進を図るため、日本健康教育

学会環境づくり研究会が中心となり、厚労科研

辻班ならびに本研究班、島津班の連携の下でた

ばこ分野におけるロジックモデルとアクション

プランの作成を行った。ロジックモデルとアク

ションプランの作成にあたって、道林千賀子氏

（岐阜医療科学大学看護学部）、齋藤順子氏と島

津太一氏（国立がん研究センターがん対策研究

所行動科学研究部）、研究代表者の片野田の協力

を得た。 
 
２．第 4 期特定健診・特定保健指導にむけた禁

煙支援マニュアルの改訂 
2013 年 4 月からの第 2 期特定健診・特定保

健指導において喫煙の保健指導が強化されたが、

2024 年度から始まる第 4 期において、特定保

健指導の実績評価にアウトカム評価が導入され、

禁煙等の行動変容を目的とした保健指導が一定

の要件を満たせば、特定保健指導として認めら

れることになった。利用者の利便性につながる

禁煙治療のオンライン診療については、2017 年

7 月から保険者の保健事業として全ての診療を

オンラインで実施できることになった。医療保

険においても、2022 年度からかかりつけ患者を

はじめ一定の要件を満たせば、全てオンライン

診療で実施できるようになった。さらに、2020
年 12 月にはスマートフォンを用いた禁煙治療

用アプリが医療機器として薬事承認された。 
これらの制度改正や ICT を活用した禁煙治療

の進歩などを踏まえて、2018 年に発行した禁煙

支援マニュアル第二版増補改訂版を改訂し、第

三版（暫定版）を作成した。暫定版の作成にあ

たり、谷口千枝氏と林さえ子氏（愛知医科大学

看護学部）の協力を得た。 
 
（倫理面への配慮） 
 本研究は、すでに公開されている情報にもと

づいたものであり、倫理上の問題は発生しない。 
 
C．研究結果 

１．健康日本 21（第三次）にむけた政策提言 
第 31回日本健康教育学会学術大会の鼎談では、

食生活・栄養、身体活動、たばこ対策の 3 名の

専門家が 2 名の指定演者を交え、「介入のはし

ご」を共通の枠組みとして、環境整備の現状と

課題、今後必要な政策や取組と評価について、

3 分野横断の議論を行った。分担研究者である

中村がたばこ対策の指定演者を担当した。研究

代表者の片野田が指定発言者としてたばこ対策

における評価の枠組みと方法、評価結果を紹介

した。鼎談での議論の内容を日本健康教育学会

誌に特別論文としてとりまとめた 1)。 
次に、健康日本 21（第三次）にむけて国や自

治体、企業等の関係団体に対して作成したたば

こ対策のロジックモデルとアクションプランは

以下のとおりである。ロジックモデルは第三次

の４つの目標、すなわち、成人喫煙率の減少、

未成年者の喫煙をなくす、妊婦の喫煙をなくす、

受動喫煙の機会を有する者の減少について作成

した。目標達成のための個別の施策（アクショ

ンプラン）を「介入のはしご」で整理して示す

とともに、取組の実態、実効性、実行可能性等

を考慮して、3 つのベストバイプラン（お勧め

のアクションプラン）を取上げ、その有効性、

実施のポイントと留意点、好事例などについて

具体的に解説した。ベストバイプランのテーマ

は、①日常診療や健診等の保健事業の場での短

時間禁煙支援の実施、②受動喫煙の法規制の強

化と上乗せ条例の拡大、③職場のたばこ対策の

推進である。本内容は日本健康教育学会誌の特

別号として 2024 年 5 月頃に発刊予定である。 
 
２．第 4 期特定健診・特定保健指導にむけた禁

煙支援マニュアルの改訂 
禁煙支援マニュアル（第三版）暫定版の作成

にあたっての主な改訂内容は、①アウトカム評

価の導入に伴う禁煙を目標とした特定保健指導

の方法と実際、②禁煙治療の ICT 面での進歩と

制度化（オンライン診療、治療アプリ）、③短時

間禁煙支援（ABR 方式）における Connect（禁
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煙治療の受療につなげる取組)の必要性と方法、

④禁煙後の体重増加対策としての禁煙補助薬や

運動の重要性、⑤改正健康増進法、健康日本２

１計画関連の説明の追加、⑥新しい統計データ

やエビデンスの更新、⑦禁煙・受動喫煙リーフ

レット・ワークシートの改訂・改良である。暫

定版を本報告書の末尾に示す。 
 
D．考察 
これまでの健康日本 21 の第一次，第二次計

画において、主に数値目標を用いて具体的な目

標が設定されたものの、その目標を達成するた

めの道筋や方策について示されてこなかった。

このことは，都道府県や市町村などが地方計画

を策定する際に効果的な方策の立案につながら

ないだけでなく、評価においても国の計画と同

様の目標の達成状況だけの評価にとどまること

が多かった。そこで、第三次計画の目標を達成

するための道筋や方策であるロジックモデルと

アクションプランを分担研究者の中村や研究代

表者の片野田が参加する日本健康教育学会環境

づくり研究会が中心となって作成することとな

り、本研究班としてもこれまでの研究成果を活

用して作成に関わった。 
介入のはしごで整理した個別の施策をアクシ

ョンプランと呼ぶこともできるかもしれない。

しかし、施策名を示すだけでは、何をすべきか

（What）の項目がわかるだけで、具体的にどう

するか（How）についてはわからない。アクシ

ョンプランは、エビデンスと好事例を参考に作

成された具体的な行動計画のことであり、示す

ことで目標に対して取るべきアクションが明確

になる。そこで具体的な取組が示されたお勧め

の 3 つのベストバイプランを合わせて示すこと

とした。3 つのテーマの選定にあたっては、お

勧めの根拠となる実行可能性と実効性を担保す

るために、次の方針で選定した。すなわち、①

法律的な裏付けのある既存の事業や制度を活用

する（既存事業の活用）、②施策単独でなく、介

入内容の異なる施策を組合せる（施策ミックス）、

③複数の実施主体が相互に連携・協働する取組

を提案する（多機関連携・協働）である。 
今回、禁煙支援マニュアル第三版（暫定版）

を作成したのは、3 つのベストバイプランの１

つである、日常診療や健診等の保健事業の場で

の短時間禁煙支援の推進を図ることが主要な理

由である。 
第 4 期特定保健指導の制度改正や ICT を活用

した禁煙治療の進歩を活用した、禁煙支援の量

的拡大と質の向上につながることを期待したい。 
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1) 中村正和: １章 物質使用症群 ニコチン

使用症. 松下正明監修、神庭重信編集主幹、

樋口進編: 講座 精神疾患の臨床 8 物質使

用症又は嗜癖行動症群性別不合, 東京, 中
山書店, p195-206, 2023. 

 
H．知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む。） 
この研究において、知的財産権に該当するも

のはなかった。 
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	２）飲食店へのインターネット調査
	屋内全面禁煙化を実施した飲食店からの回答を効率的に収集するため、インターネット調査を実施した。飲食店.com（運営：株式会社シンクロフード）の保有する調査パネルメンバーのうち、2020年4月以降に開業した店舗の運営者を対象に禁熛化店舗250店舗以上を目標に回答を集収した。調査項目は、開業時期、客席面積、同居親族を除く従業員数、サービス状況、現在の喫煙環境、たばこ販売状況、喫煙室種別、保健所への届出状況、保健所での喫煙環境の確認・情報提供、受動喫煙防止対策の情報源、コンサルティング利用状況、改正健康...
	令和4年度調査店舗は令和2年3月までの開業店舗を既存店舗とし、客席面積100cm2以下か否かにより規制対象と経過措置に区分した。東京都、千葉市では、同居親族以外の従業員がいる場合は規制対象とした。令和2年4月以降の開業店舗を新規店舗とした。令和5年度調査店舗では全国を対象地域としたが、令和4年度との比較を考慮し、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府の5都府県に限定した集計も行った。規制対象既存店舗、新規店舗では、「完全禁煙」「屋内禁煙で、喫煙専門室あり」「喫煙目的施設かつ主食の提供なし」を法令...
	規制対象既存店舗、経過措置既存店舗、新規店舗について、法定順守状況別に改正健康増進法の理解度を集計した。また、令和5年度調査店舗について、保健所での喫煙環境確認、情報提供の状況別に改正健康増進法の理解度、法令順守状況を集計した。
	３）シーシャ関連症例報告の系統的文献検索及び検討
	Pubmedを用いて、(”waterpipe” OR “shisha” OR “hookah”)の検索式にて対象となる論文を抽出した。また、抽出過程において、Pubmedが関連論文として選定した論文の中から、検索式で抽出できなかった論文を追加した。さらに、先行研究で選定された論文についても追加した。日本語の論文は、医中誌Webにより、”水タバコ” OR “シーシャ” OR “フーカ”の検索式により抽出した。
	各症例の記載情報より、年齢、性別、シーシャ使用状況（時間、頻度、場所）、飲酒の有無、症状、ヘモグロビンCO濃度（HbCO）、末梢血CO濃度（SpCO）を抽出した。日本語、英語以外の論文はDeepL.comウェブサイトを用いて、英語に変換し、内容を確認した。
	４）シーシャ利用可能店舗への郵送調査
	インターネット上に公開されたシーシャ専門店データベースに掲載された全1,438店舗（令和5年11月10日現在）を対象として、郵送による調査を実施した。調査項目は、所在地域、サービス内容、物販内容、客席面積、来客数、滞在時間、喫煙ルール、換気状況、CO2モニター設置状況、CO2濃度高値時の対応、CO中毒事故の認知、CO中毒様症状の発生状況（客、従業員）および対応状況とした。
	実態把握として、調査項目を単純集計した。また、CO中毒様症状発生経験について、①狭小店舗ではCO濃度が高くなりやすいことが予想されることから、客席面積との関連を、②曝露時間が長いほどCO中毒を生じやすいことが予想されることから、滞在時間との関連を、③換気によりCO濃度が低下し、CO中毒を生じにくくなることが予想されることから、換気状況・CO2モニター利用との関連を検討した。
	(倫理面への配慮)
	C．研究結果
	１）飲食店民間データベース調査
	令和5年5月、12月に飲食店民間データベースより抽出された店舗数はそれぞれ590,258店舗、595,351店舗であった。抽出された店舗のうち、食堂・レストラン、居酒屋・ダイニングバー、喫茶店・カフェ、バーの四業態に該当する店舗は523,829店舗であり、有効情報掲載店舗は335,301店舗であった（有効情報掲載割合：64.0%）。
	禁煙店舗割合は、全体で63.2%、新規店舗では80.3%、既存店舗では59.4%であった（表1）。業態別の禁煙店舗割合は、食堂・レストランが72.4%と最も高く、バーでは25.5%と最も低かった。新規店舗と既存店舗の禁煙店舗割合の差は喫茶店・カフェで27.5ポイントと最も大きかった。
	２）飲食店へのインターネット調査
	インターネット調査により、235店舗より回答を得た。飲食店以外・その他（24店舗）、正答掲載ホームページへのアクセスあり（7店舗）、喫煙ルール「その他」（2店舗）を除いた202店舗を集計対象とした。集計対象202店舗のうち、令和4年度調査と同じ地域（埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪）からの回答は155店舗であった。
	集計対象202店舗のうち、禁煙店舗152店舗、喫煙専用室設置店舗12店舗、加熱式たばこ専用喫煙室設置店舗2店舗、喫煙可能室設置店舗25店舗、喫煙目的室設置店舗11店舗であった。令和4年度調査における規制対象既存店舗と概ね同程度の割合であった（表2-1）。令和5年度調査店舗において、全店舗と令和4年度対象地域で概ね同様の特徴であったことから、以降の分析は全店舗で行った。
	改正健康増進法の理解度は、令和4年度規制対象既存店舗と比べて、令和5年度調査新規店舗では項目による差がわずかにあるものの、平均正当数に差はなかった。受動喫煙対策の情報収集は令和4年度調査と比べて、令和5年度調査ではほとんど行われていなかった。
	法令順守状況と改正健康増進法の理解度を比べると、法令順守の有無で平均正答数に大きな差はなかった（表2-2）。ただし、令和4年度調査規制対象既存店舗を除き、法令順守なしにおいて「屋内禁煙の原則」への理解がやや低かった。
	飲食店開業時における保健所での喫煙環境についての対応の有無と改正健康増進法の理解度では、喫煙環境の確認の有無ではほとんど差がなかったが、情報提供があると、平均正答数が多かった（表2-3）。また、保健所での喫煙環境の確認や情報提供が行われた店舗では法令順守している割合が高かった。
	３）シーシャ関連症例報告の系統的文献検索及び検討
	日本語以外の論文28編、日本語論文2編、日本語学会発表1編が選定され、合計76症例が対象となった。76症例のうち、64症例は急性CO中毒、10症例は多血症、2症例は急性CO中毒症例と一緒に搬送された症例だが、症状等で有意な所見がなかった症例であった。報告はヨーロッパが46症例、中東が13症例、アフリカが7症例（すべて多血症）、日本が5症例、北米が3症例、アジアが1症例、オセアニアが1症例であった。
	急性CO中毒、多血症、その他について、報告内容のまとめは表3-1に示した通りである。急性CO中毒症例においては、シーシャの能動的使用が大部分を占めるが、近隣での使用（本人使用なし）やシーシャ専門店の従業員（使用状況不明）の症例も報告されていた。症状としては、頭痛、意識消失、めまい、嘔気・嘔吐が多かった。
	シーシャ使用者に限定すると、使用環境は屋内が多く、使用時間は長い方が多いが、使用時間が短い症例も報告されていた（表3-2）。急性CO中毒症例での使用頻度は高くないが、多血症症例では毎日使用されていた。
	４）シーシャ利用可能店舗への郵送調査
	調査票発送数1,438店舗より不達129件を除く、1,309店舗を調査対象数とした（表4-1）。調査対象店舗のうち、195店舗から回答を得た（回答率14.9%）。195店舗のうち、サービスとしてシーシャ使用（ニコチンあり）、シーシャ使用（ニコチンなし）ともになしと回答した４店舗を除き、191店舗を集計対象とした。
	シーシャ利用可能店舗の特徴は表4-2に示した通りである。大部分の店舗は100cm2以下であった。平日の客数は6～20人、土日祝日の客数は11～30人が多くなっている。滞在時間は1時間30分～2時間が最も多かった。3割弱の店舗では食事が提供されていた。90％以上の店舗で常時換気が行われていた。CO2モニターを設置している店舗は2割弱であった。
	シーシャ関連CO中毒の事故は4分の3の店舗で認知がなされており、約6割の店舗でCO中毒様症状の発生経験があった（表4-3）。CO中毒様症状で最も頻度が多いのは、めまい・ふらつきで毎週発生している店舗が4％程度であった（表4-4）。続いて、吐き気・嘔吐、意識もうろう・意識不明、けいれんの順に多かった。
	CO中毒様症状発生と関連することが予想される要因として、客席面積（表4-5）、滞在時間（表4-6）、店舗の換気状況（表4-7）、CO2モニター利用状況（表4-8）との関連を検討した。客席面積、換気状況との関連は認められなかった。滞在時間が長くなると、CO中速様症状が発生しやすくなり、1.5時間以上になると3分の2の店舗で発生経験があった。CO2モニター利用店舗では利用していない店舗よりCO中毒様症状の発生経験が少なかった。
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	E．結論
	本研究により、新規店舗においても法令順守が十分ではない可能性が示された。保健所での取り組みにより法令の理解と順守を促せる可能性が示唆された。
	シーシャ使用に関連したCO中毒様症状は多くのシーシャ利用可能店舗で経験が認められた。シーシャ使用時間が長くならないよう注意するとともに、空気環境のモニタリングに基づく換気が重要な可能性がある。
	引き続き、飲食店の禁煙化状況をモニタリングや健康影響などの評価を行っていくとともに、法律の実効性を高めるための課題を明らかにし、政策提言へとつなげることを目指していく。



